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公安委員会定例会議の開催概要

第１ 日時

平成３０年８月１日午後１時００分～午後４時３０分までの間

第２ 個別会議

１ 決裁事項

(1) 運転免許取消対象事案について

運転免許取消対象事案について、審議の結果、７６件の行政処分を決定した。

(2) 公益財団法人大阪府暴力追放推進センターの経営状況について

地方自治法の規定に基づき、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターの経営状況

について大阪府議会に資料を提出する旨の説明があり、可として決裁した。

(3) 公安委員会が行う講習の委託に係る資格認定の公表について

公安委員会が行う講習（更新時講習）の委託に係る資格認定の公表について、

３ブロックから２ブロックに変更する旨の説明があり、可と決裁した。

(4) 不服申立てに対する裁決について

ア 運転免許取消処分に対する審査請求事案

運転免許取消処分の取消しを求めた審査請求事案１件について、審議の結果、

当該処分は道路交通法施行令の基準に従い適正に行ったものであることから棄却と

した。

イ 一般運転者に係る運転免許証交付処分に対する審査請求事案

一般運転者に係る運転免許証交付処分の取消しを求めた審査請求事案２件に

ついて、審議の結果、当該各処分は道路交通法の基準に従い適正に行ったもので

あることから、いずれも棄却とした。

(5) 警察署協議会委員の辞職及び後任委員の委嘱について

曽根崎警察署協議会委員１人からの辞職申出と欠員補充が必要である旨の報告が

あり、審議の結果、辞職を承認するとともに、候補者名簿の中から１人を委嘱する

こととして決定した。

(6) 警察職員等の援助要求について

警察法第６０条第１項の規定に基づく警察職員等の援助要求１件について、可と

して決裁した。

(7) 苦情及び意見要望の受理等について

ア 苦情２件について受理報告があり、審議の結果、事実調査を指示した。

イ 意見要望６３件について受理報告があり、審議の結果、それぞれ処理方針を

決定した。

２ 報告事項

(1) 第３四半期における二輪車対策の強化について

第３四半期における二輪車対策の強化について報告があった。
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(2) 部下職員に対する指導・監督の徹底等について

部下職員に対する指導・監督の徹底等について報告があった。

(3) 審査請求に係る口頭意見陳述の実施結果について

運転免許取消処分に対する審査請求事案１件に係る口頭意見陳述の実施結果に

ついて報告があった。

(4) 生活安全部主管に係る６月中の専決事務処理状況について

６月中における生活安全部主管に係る専決事務の処理状況について報告があった。

(5) 交通部主管に係る６月中の専決事務処理状況について

６月中における交通部主管に係る専決事務の処理状況について報告があった。

(6) 警察職員等の援助要求について

警察法第６０条第１項の規定に基づく警察職員等の援助要求１件に係る専決事務の

処理状況について報告があった。

(7) 集団示威運動等に係る専決事務処理状況について

７月１７日から７月２２日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請に係る

専決事務の処理状況について報告があった。

(8) 警察職員等の援助要求について

警察法第６０条第１項の規定に基づく警察職員等の援助要求１件に係る専決事務の

処理状況について報告があった。

以 上


